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令和６年度　　指定管理者モニタリングレポート

施設名 丹波篠山市立丹波旬の市南部店

所在地 丹波篠山市古森２５８―２

指定管理者

丹波旬の市南部店販売協議会

会長　森口　和男

丹波篠山市古森２５８―２

◆モニタリングの総合コメント

　丹波旬の市南部店は、農業者の生産意欲を高めるとともに都市と農村との交流を図ることを目的として設置
しています。施設の管理運営実施状況については、指定管理者により市内の生鮮野菜直売施設として条例
の目的を達成しつつ、市民や利用者のサービス向上が図られています。
　指定管理者の工夫で支出を低く抑え、必要最小限の経費で講習会やイベント等、様々な事業展開により誘
客促進を図っており、農業振興に大きく寄与しています。
　指定管理者は条例・規則を遵守し、施設の維持管理、業務・事業の実施お適切に行われていることから、総
合的に良好な施設運営ができているものと判断します。

◆今後の業務改善に向けた考え方

　延べ利用者数は前年度と比較し減少（92.2％）しましたが、事業収入は増加（132.2％）となりました。年間通
じて取り組んでおられる施設の利用促進に向けた様々なイベントを活用し、来客数増につなげます。
　協議会では売り上げ増収のために随時役員会を開催するなど、業務改善に対し積極的に会員が意見交換
しています。今後更なる販売促進、生産農家の会員拡大に向けたＰＲ活動、ニーズに合った農産物の出品及
び作付け計画の策定等を行い、より安定した施設運営に努めます。

指定管理者管理期間 令和３ 年４月１日から令和８年３月３１日（５年間）

モニタリングの
実施方針・
方法・回数等

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、管理運営状況を事業報告書、実地
調査、指定管理者へのヒヤリング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された項目ごとに、以下のと
おり、具体的な業務の履行状況等についての確認結果をコメントしたうえで、「モニタ
リングの総合コメント」及び「今後の業務改善に向けた考え方」を記載しました。

担当部課
（問合せ先）

農都創造部　農都政策課
ＴＥＬ：０７９－５５２－１１１４
Ｅ－mail　 norin_div@city.sasayama.hyogo.jp



業務内容

●管理運営方針（施設の設置目的と市の管理運営方針との整合性）

　販売した農産物の売上については農業者にできるだけ還元するため、最小限の手数料で賄われています。
収支については、最低限の運営資金を留保しつつ、光熱水費の削減に取組むなど、施設管理者がコスト削
減意識をもって効率的な施設運営が図られています。

●危機管理体制の確保（災害等緊急時の対応、苦情対応等）

　施設管理責任者を配置し、防犯・防災時の緊急時事態に対応できる体制を整えており、適正な危機管理が
図られています。利用者からの苦情や事件・事故がないことから、総合的に判断して指定管理者の努力により
良好な水準を維持されています。

事業収支

●経済性

　自主事業による収入も良好で適正に執行されています。

・設置目的①農業者の生産意欲を高める
　農業者自らが生産した農産物を販売することにより、所得、新規作物の栽培などの向上に寄与しています。
また、定期的に栽培講習を実施し、会員のスキルアップに努められています。
・設置目的②都市と農村との交流
　国道176号線に接する同施設は新玉ねぎや新米プレゼント等、都市からの来客を意識したイベントを定期的
に行っており、都市との交流促進が図られています。
　以上、設置目的に沿った適切な運営が行われています。

●法令・条例等の適切な運用状況

　１　施設の運営に必要な許認可の取得状況及び許可期間（期限）の状況
　　該当なし
　２　条例に規定されている事項の運用状況（利用料金等の単価、開館時間等）
　　該当なし
　３　条例に定める事項以外の利用方法がある場合には、その許可日、内容
　　該当なし

●市民サービスの向上につながる質の高い管理運営（平等利用、利用促進等）

　会員加入の呼びかけを積極的に行い、市民に新鮮で安全安心な野菜食材を継続して提供できるよう努めら
れています。また、新玉葱祭り、新じゃが芋祭り、大根祭り等、工夫を凝らしたイベントにより、来場者の立場に
立ったサービスを展開し、施設の利用促進につなげられています。
　総合的に判断して指定管理者の取組みにより良好な水準を維持されています。

●費用対効果の観点等から、効率的な管理運営（収支計画の適格性、効率的な維持管理）

団体の経営状態

●経営の健全性

　指定管理者から提出された財務状況について、課題や問題はありません。



１．施設の概要 令和6年度

２．運営状況

３．利用実績

所在地 丹波篠山市吹新２５８－２ 設置年月日： 平成１１年

設置目的

農業者の生産意欲を高めるとともに都市と農村との交流を図る。

施　設　概　要　調　書

施設名 丹波篠山市立丹波旬の市南部店 所管課： 農都政策課

設置の根拠
（法令、条例等）

丹波篠山市立丹波旬の市条例（平成１１年４月１日　条例160号）

施設の概要

設備の概要

敷地面積（㎡） 858.6

延床面積（㎡） 53.5

農産物直売所
①木造平屋建てカラーベスト葺
②木造平屋建てかわら棒葺

事業概要

開館日数 94 102 108.5%

開館時間 土日8～15時 土日8～15時

農林産物及びその加工品の直売並びに通信販売に関する
こと。
農林産物の調理及び料理の提供に関すること。
集会その他各種催し物等のため旬の市の利用に関するこ
と。

項目 実施計画（R５実績）
実施内容

（事業報告書） 計画対比

事業開催（収穫祭等） 8回 8回

項目 実施計画
実施内容

（事業報告書） 計画対比

計 4,368 4,028 92.2%

延べ
利用者数

来客数 4,368 4,028 92.2%



４．事業収支 （単位：円、％）

0 0 -

繰越金 31,075 31,075 100.0%

項目 実施計画
実施内容

（事業報告書） 計画対比

利用
料金収入

農産物売上

自主事業収入 1,225,000 1,487,669 121.4%

計 0 0 -

その他収入 15,505 640,947 4133.8%

指定管理料 96,000 96,000 100.0%

旬の市会費 7,000 7,000 100.0%

人件費 852,000 996,100 116.9%

消耗品費 15,000 79,421 529.5%

収入計（Ａ） 1,374,580 2,262,691 164.6%

事業費 215,000 905,533 421.2%

施設管理費 15,000 12,000 80.0%

光熱水費 90,000 109,958 122.2%

通信運搬費 50,000 69,010 138.0%

備品購入費 20,000 0 0.0%

雑費 114,000 61,436 53.9%

支出計（Ｂ） 1,371,000 2,233,458 162.9%

収支（Ａ）－（Ｂ） 3,580 29,233 816.6%



４－２．事業収支（簡略版） （単位：円、％）

項目 実施計画
実施内容

（事業報告書） 計画対比

自主事業収入 1,225,000 1,487,669 121.4%

その他収入 53,580 679,022 1267.3%

指定管理料 96,000 96,000 100.0%

利用料金収入 0 0 -

うち、人件費

うち、管理費 175,000 190,968 109.1%

収入計（Ａ） 1,374,580 2,262,691 164.6%

指定事業費 175,000 190,968 109.1%

収支（Ａ）－（Ｂ） 3,580 29,233 816.6%

自主事業費 1,196,000 2,042,490 170.8%

支出計（Ｂ） 1,371,000 2,233,458 162.9%


